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議案第 40 号 令和７年度教育関係補正予算（第４号、第５号）について

議案第 41 号 伊勢市附属機関条例の一部改正について

議案第 42 号 伊勢市立公民館条例の一部改正について

議案第 43 号 伊勢市学習等供用施設条例の一部改正について
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議案第 45 号 図書館協議会委員の任命について

会議の要旨 別添のとおり



教育長

開会の宣言

会議録署名委員の指名 駒田委員、畑井委員を指名

会議に付する案件

議案第 40 号 令和７年度教育関係補正予算（第４号、第５号）について

議案第 41 号 伊勢市附属機関条例の一部改正について

議案第 42 号 伊勢市立公民館条例の一部改正について

議案第 43 号 伊勢市学習等供用施設条例の一部改正について

議案第 44 号 伊勢市立高麗広公民館の指定管理者の指定について

議案第 45 号 図書館協議会委員の任命について

議案第 40 号から第 44 号については、本日の審議を経た後、市議会 12 月定

例会に提出することとなるため、伊勢市教育委員会会議規則第 14 条の規定に

おいて非公開とする旨、教育長から提案され承認。

教育長報告

前回の教育委員会からの報告をします。

修学旅行については、小学校では、本日帰着の学校が１校、本日出発の学校

が２校、明日出発の学校が１校で、残りの小中学校は、すべて実施されました。

概ね順調に実施できていると聞いています。

文化祭・作品展については、小学校 13 校とすべての中学校で終了しました。

11 月に５校、12 月に４校の小学校で実施予定です。

11 月９日に志摩市の「阿児アリーナ」で開催された「第 44 回全国豊かな海づ

くり大会」において、五十鈴中学校合唱部が合唱を披露しました。

12 月に入ると、中学校では、保護者懇談会が予定されており、入試に向けた

取り組みが本格化する時期となります。

以上、私からの報告は終わります。

教育長

それでは議事に入ります。

「議案第 40 号 令和７年度教育関係補正予算（第４号、第５号）について」を議題

といたします。事務部長から提案説明を行います。

事務部長

１ページをご覧ください。

これは、令和７年度教育関係補正予算（第４号、第５号）を要求するにあたり、教

育委員会の意見を求めるものでございます。

なお、詳細につきましては教育総務課から説明をいたしますので、よろしく

ご審議を賜りますようお願い申し上げます。



教育総務課長

議案第 40 号令和７年度教育関係補正予算(第４号、第５号)につきまして、御

説明申し上げます。

今回の補正予算は、２つに分かれておりまして、通常の事業に係るものを第

４号として、人件費に係るものを第５号として要求を行おうとするものでござ

います。

まず、補正予算第４号から御説明申し上げます。議案書の３ページをお願い

します。

補正予算（第４号）については、歳出において、３事業で 5,958 万１千円の

増額を行おうとするものでございます。

まず、目名称「学校給食費」、小事業名称「学校給食用食材負担軽減事業」は、

学校給食用の米飯の価格改定があったことに伴い、保護者の負担軽減を図るた

め、補助に要する費用として 1,147 万５千円を増額しようとするものでござい

ます。

次に、２段目の目名称「小学校管理費」、小事業名称、「小学校空調設備整備

事業」及び３段目の目名称「中学校管理費」、小事業名称、「中学校空調設備整

備事業」は、小学校及び中学校の体育館の空調機の整備及び小俣小学校と明野

小学校の校舎の空調機の更新を行うに当たり、その設計業務の委託に要する費

用として、小学校費で 3,637 万７千円、中学校費で 1,172 万９千円を増額しよ

うとするものでございます。

次に、４ページをお願いします。債務負担行為について御説明申し上げます。

法律において、市が債務を負担する行為をするためには、予算で債務負担行

為として定めておかなければならないとされていることから、期間等を定めて

債務負担行為の設定を行うため、補正を行うものでございます。

まず、１段目から４段目までの目名称「教育振興費」、小事業名称「通学安全

対策事業」は、学校統合により遠距離通学等となった児童生徒に係るスクール

バス等を運行する事業についてでございます。今年度で現在の運行業務の契約

が終了することから、次年度以降の契約を年度内に締結する必要があるため、

債務負担行為を設定しようとするものでございます。

次に、一番下の段になりますが、目名称「社会教育推進費」、小事業名称「公

民館管理運営経費」につきましては、高麗広公民館の指定管理者の指定期間が

今年度で終了することから、次年度以降の指定を行うに当たり、債務負担行為

を設定しようとするものでございます。

続きまして、補正予算（第５号）について御説明申し上げます。５ページを

お願いします。

歳出において、４事業で 279 万４千円の減額を行おうとするものでございま

す。

これは、当初予算編成時から現行の配置に合わせた人件費の調整等を行うた

め、補正理由の欄に記載させていただきました理由により、増額又は減額をそ

れぞれ行おうとするものでございます。

以上、議案第 40 号令和７年度教育関係補正予算(第４号、第５号)につきまし



て、御説明申し上げました。

御審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

教育長

ただ今、教育総務課から説明をいたしましたが、ご意見ご質問はございませ

んか。

教育長

ご意見ご質問も無いようですので、採決を採りたいと思います。

「議案第 40 号 令和７年度教育関係補正予算（第４号、第５号）について」は、原案

どおりお認めいただくことにご異議ございませんか。

教育長

異議なしとのことでございます。よって、「議案第 40 号 令和７年度教育関係

補正予算（第４号、第５号）について」は、原案どおり承認することに決定いたしま

した。

教育長

続きまして「議案第 41 号 伊勢市附属機関条例の一部改正について」を議題

といたします。

事務部長から提案説明を行います。

事務部長

６ページをご覧ください。

これは、附属機関を新たに設置するため、条例を改正しようとするものでご

ざいます。

なお、詳細につきましては学校施設整備課から説明をいたしますので、よろ

しくご審議を賜りますようお願い申し上げます。

学校施設整備課長

議案第 41 号伊勢市附属機関条例の一部改正についてご説明いたします。６ペ

ージをお願いします。

これは、伊勢市立小中学校適正規模化･適正配置基本計画を改訂するにあたり、

新たに附属機関として策定委員会を設置するものです。

本計画は、平成 24 年に策定され、平成 29 年に改訂されてから７年が経過し

ている状況です。

この間、児童生徒数の減少が著しく進んでおり、現行計画の枠組みでは適

正規模の維持が困難な状況であるため、現状に適応した計画の見直しが必要

となっています。

なお、策定委員会は令和８年２月に発足する予定で、令和８年度中に改訂

案の作成を目指します。



以上、伊勢市附属機関条例の一部改正についてでございます。よろしくご審

議のほどお願い申し上げます。

教育長

ただいま学校施設整備課から説明をいたしましたが、ご意見ご質問はござい

ませんか。

教育長

ご意見ご質問がなければ採決を採ります。

「議案第 41 号 伊勢市附属機関条例の一部改正について」は、原案どおりお

認めいただくことにご異議ございませんか。

教育長

異議なしとのことでございます。よって、「議案第 41 号 伊勢市附属機関条

例の一部改正について」は、原案どおり承認することに決定いたしました。

教育長

つづきまして、「議案第 42 号 伊勢市立公民館条例の一部改正について」を

議題といたします。

事務部長から提案説明を行います。

事務部長

12 ページをご覧ください。

これは、伊勢市立王中島公民館、伊勢市立上長屋公民館及び伊勢市立中長屋

公民館を廃止するため、条例を改正しようとするものでございます。

なお、詳細につきましては社会教育課から説明をいたしますので、よろしく

ご審議を賜りますようお願い申し上げます。

社会教育課長

それでは、議案第 42 号伊勢市立公民館条例の一部改正についてご説明いた

します。

現在、自治会等に指定管理を行い運営している市所有の公民館等集会施設

につきまして、地元自治会へ譲渡するよう進めております。

このたび、地元自治会との協議が整いました王中島公民館、上長屋公民館

及び中長屋公民館の３施設につきまして、伊勢市立公民館としての用途を廃

止し、地元自治会へ管理主体変更いたします。

14 ページから 16 ページには新旧対照表を付けておりますので、合わせてご参

照ください。

なお、用途廃止の時期につきましては、周知期間等も考慮して、令和８年

２月１日を予定しております。

以上、伊勢市立公民館条例の一部改正についてでございます。よろしくご審



議いただきますようお願いいたします。

教育長

ただ今、社会教育課から説明をいたしましたが、ご意見ご質問はございませ

んか。

教育長

ご意見ご質問がなければ採決を採ります。

「議案第 42 号 伊勢市立公民館条例の一部改正について」は、原案どおりお

認めいただくことにご異議ございませんか。

教育長

異議なしとのことでございます。よって、「議案第 42 号 伊勢市立公民館条

例の一部改正について」は、原案どおり承認することに決定いたしました。

教育長

つづきまして、「議案第 43 号 伊勢市学習等供用施設条例の一部改正につい

て」を議題といたします。

事務部長から提案説明を行います。

事務部長

17 ページをご覧ください。

これは、柏町民会館及び植山町民会館を廃止するため、条例を改正しようと

するものでございます。

なお、詳細につきましては社会教育課から説明をいたしますので、よろしく

ご審議を賜りますようお願い申し上げます。

社会教育課

議案第43号伊勢市学習等供用施設条例の一部改正についてご説明いたします。

17 ページをお願いします。

先ほどの公民館と同様、このたび、地元自治会との協議が整いました柏町民

会館及び植山町民会館の２施設につきまして、伊勢市学習等供用施設としての

用途を廃止し、地元自治会へ管理主体変更するものでございます。

19 ページには新旧対照表を付けておりますので、合わせてご参照ください。

なお、用途廃止の時期につきましては、周知期間等も考慮して、令和８年２

月１日を予定しております。

以上、伊勢市学習等供用施設条例の一部改正についてでございます。よろし

くご審議のほどお願い申し上げます。

教育長



ただ今、社会教育課から説明をいたしましたが、ご意見ご質問はございま

せんか。

教育長

ご意見ご質問がなければ採決を採ります。

「議案第 43 号 伊勢市学習等供用施設条例の一部改正について」は、原

案どおりお認めいただくことにご異議ございませんか。

教育長

異議なしとのことでございます。よって、「議案第 43 号 伊勢市学習等供用

施設条例の一部改正について」は、原案どおり承認することに決定いたしまし

た。

教育長

つづきまして、「議案第 44 号 伊勢市立高麗広公民館の指定管理者の指定に

ついて」を議題といたします。

事務部長から提案説明を行います。

事務部長

20 ページをご覧ください。

これは、伊勢市立高麗広公民館の指定管理者を指定することについて、教育

委員会の意見を求めるものでございます。

なお、詳細につきましては社会教育課から説明をいたしますので、よろしく

ご審議を賜りますようお願い申し上げます。

社会教育課

それでは、議案第 44 号伊勢市立高麗広公民館の指定管理者の指定についてご

説明いたします。

これは、高麗広公民館に指定管理制度を継続して導入することに伴い、地元

運営委員会から指定管理者の指定の申し出がありましたことから、地方自治法

第 244 条の２第３項の規定に基づき、指定管理者の指定をしようとするもので

ございます。

本日、教育委員会でご承認をいただけましたならば、指定期間は、令和８年

４月１日から令和 13 年３月 31 日までの５年間行うものとなります。

以上、伊勢市立高麗広公民館の指定管理者の指定についてご説明させていた

だきました。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

教育長

ただ今、社会教育課から説明をいたしましたが、ご意見ご質問はございませ

んか。



教育長

ご意見ご質問がなければ採決を採ります。

「議案第 44 号 伊勢市立高麗広公民館の指定管理者の指定について」は、原

案どおりお認めいただくことにご異議ございませんか。

教育長

異議なしとのことでございます。よって、「議案第 44 号 伊勢市立高麗広公

民館の指定管理者の指定について」は、原案どおり承認することに決定いたし

ました。

教育長

つづきまして、「議案第 45 号 図書館協議会委員の任命について」を議題と

いたします。

事務部長から提案説明を行います。

事務部長

21 ページをご覧ください。

これは、図書館法第 15 条及び伊勢市立図書館条例第 20 条第３項及び第４項

の規定に基づき、図書館協議会委員を任命しようとするものでございます。

なお、詳細につきましては教育メディア課から説明をいたしますので、よろ

しくご審議を賜りますようお願い申し上げます。

教育メディア課

それでは、図書館協議会委員の任命についてご説明いたします。

これは、現在の図書館協議会委員の任期が今年 12 月 6 日をもって満了するこ

とから、図書館法第 15 条及び伊勢市立図書館条例第 20 条第３項及び第４項の

規定に基づき、お手元の議案のとおり新たに委員 14 名を任命しようとするもの

でございます。

教育委員会でご承認をいただけましたならば、令和７年 12 月７日から令和９

年 12 月６日まで任命させていただく予定でございます。

以上、よろしくご審議賜りますようお願いいたします。

教育長

ただ今、教育メディア課から説明をいたしましたが、ご意見ご質問はござ

いませんか。

教育長

ご意見ご質問がなければ採決を採ります。

「議案第 45 号 図書館協議会委員の任命について」は、原案どおりお認めい

ただくことにご異議ございませんか。



教育長

異議なしとのことでございます。よって、「議案第 45 号 図書館協議会委員

の任命について」は、原案どおり承認することに決定いたしました。

教育長

以上で本日の審査案件はすべて終了しました。

委員の皆さんから何かございましたらお願いします。

教育長

これをもちまして教育委員会を閉会いたします。


